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第６章 国の基本指針に即して定める「第１期障害児福祉計画」 

 

１ 計画の策定にあたって 

 

（１）計画の性格及び位置付け 

  障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の22に基づき、国の定める「基本指針」（※）に

即し、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から障害児通所支援、障

害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。 

  今回初めて障害児福祉計画が規定され、障害者基本法に基づく障害者計画、障害者総合

支援法に基づく障害福祉計画とともに「第２期岐阜県障がい者総合支援プラン」の中で、

第１期計画として定めることとします（第６章）。 

 

  ※  国の定める「基本指針」 

   根拠規定：児童福祉法第33条の19（基本指針） 

厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備

し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする。 

→ 指針の内容については、136ページに掲載 

 

（２）第１期計画の期間 
 

第５期障害福祉計画と同様、平成30年度から平成32年度までの３年間とします。 

   

（３）障害保健福祉圏域の設定 

  第５期障害福祉計画と同様、障害児通所支援等の見込量等については、５つの障害保健福祉

圏域ごとに定めることとします。 

 

 （障害保健福祉圏域） 

 圏域名  区      域 

 岐阜圏域  岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 

 西濃圏域  大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 

 中濃圏域  関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡 

 東濃圏域  多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 

 飛騨圏域  高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 
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（４）計画の推進体制 

 第５期障害福祉計画と同様、目標等については、年に１回は実績を把握し、障がい児施策

や関連施策の動向を踏まえながら分析及び評価を行い、必要に応じて障害児福祉計画の見直し

の措置を講じます。 

 

①岐阜県障がい者総合支援懇話会等との協働 

第５期障害福祉計画と同様、障害児福祉計画を推進するために、「岐阜県障がい者総合

支援懇話会」等で意見を聴き、実践活動面で障害児福祉計画の推進に資するよう関係者間

の協働を図ります。 

 

②岐阜県障害者施策推進協議会への協議 
 

   第５期障害福祉計画と同様、障害児福祉計画の進捗状況等を「岐阜県障害者施策推進

協議会」に報告し、適切な進行管理と評価を行います。 

   また、障害児福祉計画を見直す場合は、県民に広く意見募集するとともに岐阜県障害

者施策推進協議会において、その内容を協議します。 

 
 

（５）障害児通所支援等の見込量の算出 
 

   第１期障害児福祉計画の目標年度である平成32年度における障害児通所支援等の見込量

は、市町村の報告数値を基礎として、これまでの実績を踏まえ、算出しました。 

 

①市町村との調整 

   市町村は障害児通所支援等の見込量や目標数値等について、これまでの実績を踏まえ、

各種調査や有識者会議等を実施したうえで計画数値を見込んでいます。 

     県においては市町村ごとの障害児通所支援等の見込量を合計したうえで、種類ごとに

精査・調整を行い、見込量を定めました。 
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２ 数値（成果）目標 

 

（１）平成32年度の数値（成果）目標の設定 

   

国の基本指針では、①障害児支援の提供体制の整備等について、地域の実情を踏まえ、平

成32年度の数値（成果）目標を設定することとされています。 

  本計画では、国の基本指針を踏まえ、平成32年度の数値目標を次のとおり設定します。 

 

① 障害児支援の提供体制の整備等 
 

 ア 数値目標の設定 
 

  【国の基本指針】 

・平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１ヵ所以上設置 

することを基本として、地域の実情を踏まえて設定。（困難な場合は、圏域での設置 

であっても差し支えない） 

・平成32年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を 

構築することを基本として、地域の実情を踏まえて設定。 

・平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を各市町村 

に少なくとも１ヵ所以上確保することを基本として地域の実情に応じて設定。 

（困難な場合は、圏域での確保であっても差し支えない） 

・平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所を 

各市町村に少なくとも１ヵ所以上確保することを基本として地域の実情に応じて設定。

（困難な場合は、圏域での確保であっても差し支えない） 

・平成30年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、各都道府県、各 

圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連 

携を図るための協議の場を設置することを基本として、地域の実情を踏まえて設定。 

（市町村単独での設置が困難な場合は、都道府県が関与した上で圏域での設置であっ 

ても差し支えない） 

▼ 

  【県の数値目標】 

・平成32年度末までに、圏域ごとに、児童発達支援センターを設置することを目指しま 

す。 

・平成32年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を 

構築することを目指します。 

・平成32年度末までに、圏域ごとに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事 

 業所を確保することを目指します。 

・平成32年度末までに、圏域ごとに、主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサ 

 ービス事業所を確保することを目指します。 

・平成30年度末までに、県、各圏域及び各市町村（圏域での設置を含む）において、医 

 療的ケア児が適切な支援を受けられるよう協議の場を設置することを目指します。 
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 【数値目標の積算】   

項   目 H28年度実績 H32年度目標 
① 【目標値】 

圏域ごとに、児童発達支援センターを設置 
３圏域 圏域ごとに設置 

② 【目標値】 

全ての市町村において、保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築 

34市町村 42市町村 

③ 【目標値】 

圏域ごとに、主に重症心身障がい児を支援す

る児童発達支援事業所を確保 

３圏域 圏域ごとに確保 

④ 【目標値】 

圏域ごとに、主に重症心身障がい児を支援す

る放課後等デイサービス事業所を確保 

４圏域 圏域ごとに確保 

 

 

項   目 設置主体 H28年度実績 H30年度目標 備考 

⑤ 【目標値】 

医療的ケア児支援の

ための関係機関の協

議の場の設置 

県 １ヵ所 １ヵ所  

圏域 ２圏域 ５圏域  

市町村 

（圏域での設置を含む） 
14市町村 42市町村 

困難な場合は圏域で
の設置でも差し支え
ない。 

 

イ 数値目標設定の考え方 

○ 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、

圏域ごとに、児童発達支援センターを設置することを目標とします。 

○ 障がい児の地域社会への参加、包容を推進するため、全ての市町村において、保

育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを目標とします。 

○ 重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、圏域ごとに、主に重

症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を

確保することを目標とします。 

○ 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、県、各圏域、各市町村（圏域での

設置を含む）それぞれにおいて、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関

等が連携を図るための協議の場を設置することを目標とします。 
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ウ 指定障害児入所施設の必要定員総数の設定 
 

○ 国の基本指針では、各年度の指定障害児入所施設の必要入所定員総数を定めること

とされているため、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ、次のとおり設定します。 

 

【指定障害児入所施設の必要定員総数】 

 
区   分 

H28年度 

（実績） 

H29年度 

（見込） 

H30年度 

(見込) 

 H31年度 

（見込） 

 H32年度 

（見込） 

障害児入所施設定員数 337人 327人 327人 327人 327人 

 

（２）平成32年度の活動指標の設定 

   

国の基本指針では、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標を達成するため、活動

指標を平成32年度の活動指標を見込むことが適当であるとされています。 

  本計画では、国の基本指針を踏まえ、平成32年度の活動指標及び見込量を次のとおり設

定します。 

 

【医療的ケア児に対する支援 活動指標】 

事 項 H28年度実績 H32年度見込 

(1)医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネ

ーターの配置人数 
０人 60人 

 

【発達障害者等に対する支援 活動指標】（再掲） 

事 項 H28年度実績 H32年度見込 

(1)発達障害者支援地域協議会の開催回数 ２回 ２回 

(2)発達障害者支援センターによる相談支援件数  2,595件 2,600件 

(3)発達障害者支援センターの関係機関への助言件数 321件 320件 

(4)発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 270件 270件 

(5)発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャー

の外部機関や地域住民への研修、啓発件数 
297件 300件 

 

また、国の基本指針では、障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその

提供体制の整備について示されています。 

  本計画では、国の基本指針を踏まえ、子ども・子育て支援等の利用を希望する障がい児

が希望に沿った利用ができるよう、障がい児の受入れに関する見込量を次のとおり設定し

ます。 

 

【障がい児の受入れに関する見込量】 

種別 H30年度見込 H31年度見込 H32年度見込 

保育所 502人 475人 463人 

認定こども園  150人 179人 194人 

放課後児童健全育成事業 256人 260人 269人 

 



- 123 - 

 

３ 障害児通所支援等の見込量と確保策等 

 

（１）障害児通所支援等の見込量と確保策等 

 

 国の基本指針では、都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項として、区域ごとの各年

度の障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策及

びその質の向上のために講ずる措置を定めることとされています。 

 第１期障害児福祉計画においては、平成29年度までの障害児通所支援等の実績（見込）を

踏まえ、平成30年度～32年度のサービス見込量を定めるとともに、その確保及び質の向上に

関する方策を定めました。 

 今後は、この方策に基づき、県と市町村が協働して、障害児通所支援等の計画的かつ着実

な整備を進めていきます。また、整備にあたっては、サービス提供事業者に働きかけを行う

とともに、サービスの質の向上につながる支援を行います。 

  なお、サービス見込量は、各市町村におけるサービス見込量を基に積算しています。 

 

 

 ① 障害児通所支援 

 

ア 提供サービスの概要 

   

  項   目  備     考 

 児童発達支援 
 通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練等を行う支援 

 医療型児童発達支援 
 治療及び通所による日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練等を行う支援 

 放課後等デイサービス 
 通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練等を行う支援 

 保育所等訪問支援 
 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援

を行う支援 

 居宅訪問型児童発達支援 
 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団

生活への適応訓練等を行う支援 
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  イ サービス見込量 

 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 3,108 3,304 3,403 3,481 

人日分 13,529 14,460 14,919 15,331 

医療型児童発達支援 
人分 127 138 145 149 

人日分 759 885 925 954 

放課後等デイサービス 
人分 2,808 3,098 3,374 3,656 

人日分 30,537 34,460 38,082 42,170 

保育所等訪問支援 
人分 106 188 204 233 

人日分 133 256 286 342 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 29 41 56 

人日分 - 116 166 222 

 （注）居宅訪問型児童発達支援は平成30年度からの支援であるため、平成29年度実績はない。 

 

 

 ウ 見込量確保と質の向上のための方策 

 

  ○ 市町村による障がい児の療育支援体制の確保のため、市町村や児童発達支援事業所

等のニーズに応じ、県立希望が丘こども医療福祉センターの医師等の医療従事者や作

業療法士等の派遣、関係職員の専門研修により、関係機関の障がい児支援技術の向上

等を図ります。 

（健康福祉部障害福祉課） 

（健康福祉部医療福祉連携推進課） 

○ 発達障がい児に対する地域支援機能を強化するため、各圏域に「圏域発達障がい支援

センター」を設置し、児童発達支援事業所等に対し、研修、連絡調整、助言等を行いま

す。 

（健康福祉部子育て支援課） 

（健康福祉部障害福祉課） 

○ 就学時及び卒業時における支援体制の円滑な移行、学校と障害児通所支援事業所等の緊

密な連携等を図り、県・市町村内で障がい児支援担当部局と教育委員会との連携体制を確

保します。 

（健康福祉部障害福祉課） 

（教育委員会特別支援教育課） 

○ 国が定める「放課後等デイサービスガイドライン」の周知徹底や発達障がいに関する研

修等により、放課後等デイサービス事業所の質の向上を図ります。 

（健康福祉部障害福祉課） 
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② 障害児入所支援 

 

ア 提供サービスの概要 

   

  項   目  備     考 

 福祉型児童入所支援 
 入所による保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技

能の付与を行う支援 

 医療型児童入所支援 
入所による保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技

能の付与及び治療を行う支援 

 

  イ サービス見込量 

 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

福祉型児童入所支援 人分 63 63 63 63 

医療型児童入所支援 人分 52 52 52 52 

 

 

  ウ 見込量確保と質の向上のための方策 

 

○ 医療型障害児入所施設「県立希望が丘こども医療福祉センター」や、「岐阜県総合

医療センター重症心身障がい児施設すこやか」、「国立病院機構長良医療センター」

との連携・役割分担により医療的ケアを必要とする重度障がい児（医療的ケア児等）

の入所ニーズに対応します。 

（健康福祉部障害福祉課） 

（健康福祉部医療福祉連携推進課） 
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③ 障害児相談支援 

 

ア 提供サービスの概要 

   

 項  目  備     考 

 障害児相談支援 

So 

支給決定前の障害児支援利用計画案及び支給決定後の計画の

作成、一定の期間後にサービス等の利用状況の検証を行い計画の

見直しを行う支援 

 

 

  イ サービス見込量 

 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

障害児相談支援 人分 1,932 2,188 2,376 2,574 

 

  ウ 見込量確保と質の向上のための方策 

 

○ 平成３１年度に、国において相談支援従事者研修制度の見直しが予定されていること

から、その内容を踏まえながら、新しい研修体系を整備し、相談支援提供体制の量と質

の確保を図ります。 

 

（健康福祉部障害福祉課） 
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（２）圏域ごとの障害児通所支援等の見込量について 

 

① 岐阜圏域 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 836 918 947 977 

人日分 4,720 5,170 5,382 5,610 

医療型児童発達支援 
人分 114 115 119 121 

人日分 704 763 795 817 

放課後等デイサービス 
人分 1,163 1,,285 1,389 1,489 

人日分 14,378 16,038 17,235 18,379 

保育所等訪問支援 
人分 25 45 48 56 

人日分 39 75 84 101 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 7 9 13 

人日分 - 38 46 60 

福祉型児童入所支援 人分 28 28 28 28 

医療型児童入所支援 人分 25 25 25 25 

障害児相談支援 人分 473 581 660 744 

 

② 西濃圏域 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 758 782 801 818 

人日分 3,085 3,236 3,310 3,380 

医療型児童発達支援 
人分 8 9 9 10 

人日分 33 52 52 56 

放課後等デイサービス 
人分 461 493 527 560 

人日分 4,,718 5,082 5,400 5,744 

保育所等訪問支援 
人分 4 10 11 15 

人日分 9 20 22 33 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 11 13 17 

人日分 - 42 54 74 

福祉型児童入所支援 人分 7 7 7 7 

医療型児童入所支援 人分 7 7 7 7 

障害児相談支援 人分 487 536 566 597 
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③ 中濃圏域 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 655 677 695 713 

人日分 2,522 2,499 2,556 2,631 

医療型児童発達支援 
人分 3 9 10 11 

人日分 17 40 43 46 

放課後等デイサービス 
人分 558 624 689 765 

人日分 5,910 6,698 7,557 8,581 

保育所等訪問支援 
人分 55 62 63 64 

人日分 61 69 70 71 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 3 4 4 

人日分 - 11 15 15 

福祉型児童入所支援 人分 11 11 11 11 

医療型児童入所支援 人分 9 9 9 9 

障害児相談支援 人分 214 252 265 279 

 

 

④ 東濃圏域 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 436 467 490 493 

人日分 1,635 1,816 1,899 1,902 

医療型児童発達支援 
人分 0 2 2 2 

人日分 0 21 21 21 

放課後等デイサービス 
人分 351 396 454 512 

人日分 3,954 4,818 5,978 7,454 

保育所等訪問支援 
人分 12 41 45 48 

人日分 18 55 64 71 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 7 12 18 

人日分 - 21 41 61 

福祉型児童入所支援 人分 8 8 8 8 

医療型児童入所支援 人分 6 6 6 6 

障害児相談支援 人分 192 209 238 270 
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⑤ 飛騨圏域 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 423 460 470 480 

人日分 1,567 1,739 1,772 1,808 

医療型児童発達支援 
人分 2 3 5 5 

人日分 5 9 14 14 

放課後等デイサービス 
人分 275 300 315 330 

人日分 1,577 1,824 1,913 2,012 

保育所等訪問支援 
人分 10 30 37 50 

人日分 6 36 45 65 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 1 3 4 

人日分 - 4 10 12 

福祉型児童入所支援 人分 9 9 9 9 

医療型児童入所支援 人分 5 5 5 5 

障害児相談支援 人分 566 610 647 684 

 

⑥ 県合計 

 

○障害児通所、障害児入所、障害児

相談支援 
  第１期計画 

項  目 単位 
29年度 

（実績見込） 
30年度 31年度 32年度 

児童発達支援 
人分 3,108 3,304 3,403 3,481 

人日分 13,529 14,460 14,919 15,331 

医療型児童発達支援 
人分 127 138 145 149 

人日分 759 885 925 954 

放課後等デイサービス 
人分 2,808 3,098 3,374 3,656 

人日分 30,537 34,460 38,082 42,170 

保育所等訪問支援 
人分 106 188 204 233 

人日分 133 256 286 342 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 - 29 41 56 

人日分 - 116 166 222 

福祉型児童入所支援 人分 63 63 63 63 

医療型児童入所支援 人分 52 52 52 52 

障害児相談支援 人分 1,932 2,188 2,376 2,574 

 


